
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

改
正
内
容

一

簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
四
十
五
条
の

三
の
四
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
関
係
）

二

ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機
の
技
術
的
条
件
を
改
め
る
こ
と
。
（
第
四
十
条
の
十
第
二
項
第
一
号
）

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


